
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

災害対策基本法等の一部を改正する法律（H2５.6.2１）の概要について 

［背景］東日本大震災を踏まえた法制上の課題のうち、緊急を要するものについて

は、平成２４年６月に行われた災害対策基本法の「第１弾」改正にて措置された。

その際、改正法の附則及び附帯決議により引き続き検討すべきとされた諸課題につ

いて、中央防災会議「防災対策推進検討会議」の最終報告（同年７月）も踏まえ、

さらなる改正が実施されたもの。 

（１）住民等の円滑かつ安全な避難の確保 

● 市町村長は、学校等の一定期間滞在するための避難所と区別して、安全性等の一定

の基準を満たす施設又は場所を、緊急時の避難場所としてあらかじめ指定すること。 

● 市町村長は、高齢者、障害者等の災害時の避難に特に配慮を要する者について名簿

を作成し、本人からの同意を得て消防、民生委員等の関係者にあらかじめ情報提供する

ものとするほか、名簿の作成に際し必要な個人情報を利用できることとすること。 

● 的確な避難指示等のため、市町村長から助言を求められた国（地方気象台等）又は

都道府県に応答義務を課すこと 

等 

 

● 市町村長は、緊急時の避難場所と区別して、被災者が一定期間滞在する避難所につ

いて、その生活環境等を確保するための一定の基準を満たす施設を、あらかじめ指定す

ること。 

● 災害による被害の程度等に応じた適切な支援の実施を図るため、市町村長が罹災証

明書を遅滞なく交付しなければならないこととすること。 

● 市町村長は、被災者に対する支援状況等の情報を一元的に集約した被災者台帳を作

成することができるものとするほか、台帳の作成に際し必要な個人情報を利用できるこ

ととすること。 

等 

（２）被災者保護対策の改善 

（３）平素からの防災への取組の強化 

● 住民の責務に生活必需物資の備蓄等を明記するとともに、市町村の居住者等から地

区防災計画を提案できることとすること。 

等 
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